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主要課題１●働く場における男女平等の実現 

施策の方向１●男女がともに働きやすい職場づくりの徹底 

具体的事業 実施状況 担当課 達成度 効 果 

６７ 男女雇用機会均等法の周

知と情報提供 

《概要》 

男女雇用機会均等法の趣旨が労

使双方に十分周知されるよう，

国・県の情報などを活用し，情報

提供を行う。 

・茨城労働局雇用均等室からの情報提供を随時実施。 

・厚生労働省からのポスター掲示（６月：男女雇用機会均

等月間）。 

経済課 2 

 

a c 

２８再 事業所等に対するセク

シュアル・ハラスメント

防止の普及啓発 

《概要》 

市内事業所等に対して，セクシュ

アル・ハラスメント防止に関する

情報提供を行うとともに，周知徹

底の方策を検討する。 

・茨城県労働局のパンフレット等を配布。 

・市ホームページから茨城労働局ホームページへリンクし，

随時情報を提供。 

経済課 

市民協働推進課 

 

2 

３ 

c 

c 

６８ 事業所等に対するパワ

ー・ハラスメント防止の普

及啓発 

《概要》 

市内事業所等に対し，パワー・ハ

ラスメント防止に関する情報提

供を行い，周知徹底方策を検討。 

（経済課） 

・茨城労働局雇用均等室からの情報提供を，随時実施。 

（市民協働推進課） 

・ポスターやパンフレット等で情報提供を広く行い，パワ

ー・ハラスメント防止の普及啓発に努めた。 

 

経済課 

市民協働推進課 

３ 

３ 

f 

f 

基本目標３ 男女（みんな）が元気でいきいきと働けるまちづくり 
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施策の方向２●多様な就業形態における労働条件の向上 

具体的事業 実施状況 担当課 達成度 効 果 

６９ 労働条件向上に向けての

関係機関との連携 

《概要》 

労働条件向上に関する事業所等

への働きは，市単独では困難なた

め，国・県等の機関との連携を強

化する。 

・茨城県からの情報を広報等で提供。 

・市ホームページから茨城労働局ホームページへリンクし，

随時情報を提供。 

経済課 3 i 

７０ 事業所への労働条件向上

に関する情報提供と啓発 

《概要》 

雇用の安定・労働時間短縮等の労

働条件向上を目指し，国・県等の

期間と連携し，事業所等に働きか

けるとともに，情報の提供を行

う。 

・茨城県からの情報提供を実施。 経済課 2 a d 

７１ 労働関連法の周知・啓発 

《概要》 

労働に関する法令（労働基準法，

労働者派遣法※１，パートタイム

労働法※２など）の趣旨が労使双

方に十分周知されるよう，広報も

りやや国・県等の情報などを活用

し，情報提供を行うとともに，商

工会等関係機関と連携した啓発

活動を実施する。 

・茨城県からの情報を広報等で提供。 

・市ホームページから茨城労働局ホームページへリンクし，

随時情報を提供。 

経済課 2 i 
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施策の方向３●女性の能力発揮促進のための支援 

具体的事業 実施状況 担当課 達成度 効 果 

７２ 関係機関で開催する研修

等の情報提供 

《概要》 

女性の職業能力の向上に向けて

関係機関で開催する研修会，セミ

ナー等の情報提供を行う。 

・野田地域職業訓練センターでの講座案内パンフレットの

設置。 

・茨城県労働政策課からの就職講座の広報掲載。 

・各団体からの研修等のパンフレット設置。 

経済課 2 b g 

７３ 起業・就労に関する情報提

供 

《概要》 

ハローワーク等の労働機関の求

人情報など，就職に関する情報提

供を行う。 

・「いばらき就職支援センター」について，ホームページ・

ポスターなどで情報提供を実施。 

・関係機関から研修等の情報を広報・ホームページなどで

提供。 

・ハローワーク常総からの求人情報の提供が週１回あり，

市役所・図書館・各公民館・文化会館・市民活動支援セ

ンターに配布し，市民に提供。 

経済課 2  b f 

 

施策の方向４●商工業・農業など自営業における働きやすい環境づくり 

具体的事業 実施状況 担当課 達成度 効 果 

７４ 自営業における男女の経

営参画の啓発 

《概要》 

家族経営を基本とする自営業に

おいて男女が対等に経営参画す

るための意識啓発を行う。 

・茨城労働局，茨城県労働政策課からの情報提供を実施。 

 

経済課 3 f i 
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７５ 農業における家族経営協 

定の周知・締結の促進 

《概要》 

家族経営を基本とする農業にお

いて，家族の就業条件を明確化す

る家族経営協定締結を促進する。 

つくば農業改良普及センターとともに，市内農業者に家

族経営協定の周知を進めている。平成 21 年度に 2 家族の

経営協定を実施。 

＊家族経営協定を締結した家族数 

 平成 20 年度 5 家族，平成 21 年度 7 家族， 

平成 22 年度 7 家族，平成 23 年度 7 家族 

経済課 4  a b c d f 

７６ 農業経営等に関する方針

決定等への女性の参画の

働きかけ 

《概要》 

農業経営等において女性の参画

が積極的に行われるよう働きか

ける。 

守谷市女性農業クラブがつくば地域農業改良普及センタ

ーで実施している「つくば地域いきいき女性農業者の会」

に参加。 

【内容】 

女性農業者のための研修及び勉強会を実施し，男女共同

参画に対する意識向上を図り，女性農業者の交流を深める。 

＊市内女性農業士数 

平成 20 年度 2 人，平成 22 年度 2 人， 

平成 23 年度 2 人 

経済課 3 e 

※１ 労働者派遣法 

  【正式名称】労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 

※ 2 パートタイム労働法 

  【正式名称】短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律 
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主要課題２●仕事と家庭の両立支援 

施策の方向１●職場における両立支援の推進 

具体的事業 実施状況 担当課 達成度 効 果 

７７ 育児・介護休業制度の周知

と普及・啓発 

《概要》 

育児・介護休業制度について労使

双方に十分周知されるよう，広報

もりやや国・県等の情報などを活

用し，情報提供を行う。 

・茨城労働局雇用均等室のパンフレット等を配布。 

・市ホームページから茨城労働局ホームページへリンクし，

随時情報を提供。 

・広報掲載依頼があった際は，広報に掲載し周知を図った。 

経済課 

市民協働推進課 

２ 

４  

d h 

c 

 

７８ 市職員への育児・介護休業

制度の活用と復帰に向け

ての研修の実施 

《概要》 

男性も女性も不安なく育児･介護

休業が取得できる環境をつくる

とともに，スムーズに職場復帰が

できるよう必要な研修を行う。 

・現在のところ研修の場は設けていない。しかしながら，

特定事業主行動計画において，育児休業等の取得率を男

性 10％，女性 100％と設定しているため，イントラネ

ット上のＱ＆Ａによる情報提供や資料配布による制度の

周知，該当者への直接説明等，男女ともに育児休業等を

取得しやすい環境づくりのため様々な取組みを行った。 

・育児休業等取得中の職員への資料送付や復帰後の短時間

勤務等，円滑に職場復帰できるように支援を行った。 

総務課 ２  c d h 

７９ 仕事と生活の調和（ワー

ク・ライフ・バランス）の

促進 

《概要》 

一人ひとりが，個々の事情に応じ

て仕事と家庭や地域での生活を

両立できるようにすることによ

り，高い意欲と能力の発揮を可能 

（経済課） 

・茨城県労働政策課からの依頼により，ワークバランスに

ついての広報掲載を実施し，周知を図った。 

（総務課） 

・特定事業主行動計画に基づき，一つの事業所としてノー

残業デイの徹底による超過勤務の縮減や，休暇を取得し

やすい職場環境の整備など，職員一人ひとりが個々の事

情に応じて仕事と家庭で地域での生活を両立しやすい職 

経済課 

総務課 

市民協働推進課 

3 

2 

3 

h 

c d f h 

d e 
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にするとされる仕事と生活の調

和（ワーク・ライフ・バランス）

の取り組みを促進する。 

場づくりに取り組んでいる。・毎月 22 日の「パートナー

シップの日」についても，ワーク・ライフ・バランス推

進のために，今後積極的に周知していく。 

   

 

施策の方向２●出産・子育て・介護支援体制の充実 

具体的事業 実施状況 担当課 達成度 効 果 

８０ 母性健康管理（※）に関す

る情報の提供 

《概要》 

妊産婦が安心して働ける職場づ

くりを促進するため，母性健康管

理に関する情報を提供する。 

（経済課） 

・茨城労働局雇用均等室のパンフレット等を配布。 

・市ホームページから茨城労働局ホームページへリンクし，

随時情報を提供。 

・広報掲載依頼があった際は，広報に掲載し周知を図った。 

（保健センター） 

・母子健康手帳の交付のときから母子保健に関する情報を

提供。 

経済課 

保健センター 

３ 

３  

h 

h 

８１ 保育所（園）の整備 

《概要》 

多様で質の高い保育サービスの

確保，待機児童減少への対応な

ど，子育て期の家庭の社会生活を

支援する。 

保育園入所申込み件数・待機児童数の増減を予想し，整

備検討。民間保育所運営者を公募し，逐次整備していく。 

●平成２３年１２月～  

平成２５年度開園保育園の事業者募集 

●平成２４年２月      

選考委員会開催  候補事業者（２事業者）決定 

年度 園数 定員 
入所 

児童 

待機 

児童 

公募実施 

・決定数 

H22 

８園 

公２ 

私６ 

750 人 855 人 134 人 
60 人定員 

1 箇所 

H23 

８園 

公２ 

私６ 

750 人 867 人 245 人 
60 人定員 

2 箇所 

児童福祉課 １ h 
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H24 
9 園 

公２ 

私 7 

810 人 ― ― ― 

H25 
11 園 

公２ 

私 9 

930 人 ― ― ― 

＊待機児童には，認証保育園入園者，就労未確定世帯の児

童も含む 

＊H24･25 は予定 

８２ 放課後子どもプラン事業

の充実 

《概要》 

【放課後こども教室】 

地域の大人と子どもとの交流を

図るため，地域住民の参加・協力

により子ども達が放課後安全に

過ごせる居場所を提供する。 

【放課後児童クラブ】 

保護者の就労等により，放課後に

家庭が留守になる小学１年生か

ら３年生の児童を対象に，遊びや

集団生活の場を提供する。 

保護者の仕事により，放課後に家庭が留守になっている

児童について，専用教室と空き教室で遊びの指導や生活指

導を行い，児童の健全育成を図った。 

また，放課後子どもプラン事業として児童クラブ登録の

児童も放課後子ども教室に参加し，異年齢の子どもや地域

の大人と交流したり，ボランティアや指導員からいろいろ

な遊びや工作を教えてもらう等，子どもの安全・安心な居

場所が広がった。この事業にはボランティアはじめ，指導

員等の職員や学校関係等多くの人達が参加し，まさに男女

共同参画により成り立っている。今，人間関係がつくれず

に会社で働く事ができない青年が増えていると聞くが，こ

の事業により，子どもたちが，遊んだり・喧嘩したり体験

的経験をすることにより，将来，普通に人と人の輪がつく

ることができる人間になれることを期待したい。 

【放課後子ども教室】 

全小学校（9 校）実施 利用人数：513 人 

【児童クラブ】 

全小学校（9 校）実施 利用人数：373 人 

生涯学習課 １  f h 
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８３ 幼稚園における預かり保

育の実施 

《概要》 

幼稚園における預かり保育を実

施する 

各幼稚園（全園実施）において，時間外の預かり保育を

行ったことにより，父母が安心して仕事ができるようにな

った。 

児童福祉課 １ 

 

h 

１９再 子育てハンドブックの

作成･配布 

《概要》 

母子健康手帳交付時に，子育てハ

ンドブックを配布し，家庭におけ

る子育ての情報提供をする。 

・地域の子育て中の親子への子育て情報誌「トライアング

ルブック」の提供（第４回改訂版，平成 23 年 10 月発

行 5,000 部） 

・子育て支援事業を行っている機関,児童福祉課,ファミリー

サポートセンター,家庭児童相談室,保健センター,ねっこ

（まつやま保育園）,夢っ子（地域子育て支援センター）

が連携して作った子育て情報誌を子育て中の親に提供。 

・地域の公民館,市役所,保健センター,各子育て支援センター

に置き自由に取ってもらうようにした。また，転入者が

多い中，新しい方々にも行き渡るよう，保健センターの

乳児検診時や母子手帳配布時に，一緒に配布。 

児童福祉課 ２ a ｂ c h 

８４ 子育て相談の実施 

《概要》 

電話や窓口で相談を受けたり，保

育所において必要な情報や関係

機関の紹介を行う。 

（児童福祉課） 

・育児や発達の悩みや相談を児童福祉課,家庭相談室,各保育

所,子育て支援センター,ファミリーサポートセンター等

の施設にて受け対応。守谷市子ども家庭支援ネットワー

ク協議会において，要保護児童に関する対応や虐待相談

に応じた。家庭児童相談室は，来所・電話による相談（月

～金曜日）を実施。 

・保育所は，両親が協力して子育てをしていく中での悩み

を気軽に相談できるような環境や意識をつくる意味で，

親子で参加できる行事等を実施（夏祭り，運動会，子育

て講座の実施）。 

児童福祉課 

保健センター 

１ 

１ 

ａ h 

h 
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・子育て支援センターでは，各広場を開催し同じ不安や悩

みを持った保護者同士が集い，育児のノウハウや相談が

できる場の提供や担当職員が育児相談に応じたり，子育

て講座や講習会を実施し悩みの解消に繋げている。また,

育児相談ができるにこにこ広場を毎月 1 回実施し相談に

応じた。さらに，相談によって専門的なアドバイスや相

談ができる『ぽかぽか子育て教室』を実施。 

・ファミリーサポートセンターでは，会員制で必要に応じ

て子どもを預かってもらえる相談ができる育児支援を行

た。 

 

（保健センター） 

・保健師・助産師・栄養士・歯科衛生士・臨床心理士が子

育て相談を実施。 

・新生児訪問や乳幼児健診，育児健康相談会ほか，面接相

談・電話相談・健診や教室時も子育て相談を実施。 

【内容】 

・乳幼児健診： 

4 か月児健診 年 24 回：655 人(95.3％)， 

1 歳 6 か月児健診 年 27 回：680 人(97.6％)， 

3 歳 5 か月児健診 年 26 回：695 人(97.7％) 

・妊婦訪問：3 件 産婦訪問：440 件 

・新生児･乳児訪問：425 件 未熟児訪問：43 件 

幼児訪問：22 件 

・育児健康相談会：年 9 回（延 591 人） 

・発達相談会：年 24 回（延 61 人）  

・母子の心の健康相談会：年 12 回(延 30 人） 
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・母子面接相談：(延 155 人） 

・電話子育て相談：(延 402 人） 

【効果】 

・育児の情報提供のほか，乳幼児健康診査受診者の発達確

認のため心理相談員との相談を継続し，治療や療育教室

につながり，子どもの発達や不安を持つ保護者を支える

ことができた。 

・育児不安やストレスを抱える保護者に対し個別相談を行

い育児不安の解消を図った。 

８５ 家庭児童相談の実施 

《概要》 

家庭における児童の健全育成を

図るため，児童相談及び指導を行

う。 

0 歳から 18 歳未満の児童と親，また，それに関わる方

の相談を電話・来所にて行った。 

【平成２３年度の相談件数】    

新規ケース１２２件 延件数１,２１０件 

児童福祉課 ２ a b c g 

８６ ファミリー・サポート・セ

ンター事業の充実 

《概要》 

サービスメニューの充実や会員

の確保を行うとともに，研修内容

の充実を図る。 

児童クラブや保育所への送迎，保護者の冠婚葬祭への出

席に伴う託児，保護者の就労による一時的な預かり，保護

者の疾病や兄弟の疾病による一時的な預かりなどの利用が

多くなっている。 

利用年度 
会員数 

（人） 

依頼件数

（件） 

平成 19 年度 603 1,990 

平成 20 年度 799 3,316 

平成２１年度 923 3,827 

平成２２年度 1,050 3,579 

平成２３年度 1,159 4,519 

２３年度の在宅援助件数の増は，保育所への毎日の送り

（姉妹）があったため。一時預かりの減は，定期利用者が

児童福祉課 ２ h 
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保育所入所で使用しなくなったため。 

＊在宅援助依頼理由（保育所登所前の預かり，保育所送迎，

児童クラブの迎えと預かり，習い事の援助他） 

＊一時預かり利用理由 （習い事，買い物，通院，行事参

加，就労 その他） 

 平成22年度 平成23年度 

在宅件数 2,441 3,486 

一時預かり数 1,138 1,033 

合計（件） 3,579 4,519 

市民協働推進課との連携により，保育ルームへのサポー

ター派遣を実施 

【市役所各課主催の会議・講演会・講座・説明会等におけ

る託児ルームでの託児】 

年間１０回・サポーター延人数 ７４人 

８７ 延長保育の実施 

《概要》 

保育所の通常開所時間外の保育

を実施する。 

 

施設名 延長時間 1 日平均利用者 

土塔中央保育所 平日18:00～19:00 21 人 

北園保育所 平日18:00～19:00 17 人 

まつやま保育園 
平日18:00～19:00 

土曜18:00～18:30 
16 人 

わかばのもり保育園 平日18:00～19:00 8 人 

守谷保育園 平日18:00～19:00 4 人 

つくば国際百合ヶ丘

保育園 
平日18:00～19:00 30 人 

つくば国際松並保育

園 
平日18:00～19:00 21 人 

もりり保育園 平日18:00～19:00 19 人 

児童福祉課 １ h 
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８８ 病後児保育の導入   

《概要》 

病気回復期の小学３年生までの

児童が，集団保育及び保護者の就

労などにより家庭での保育が困

難な場合に。一時的にその児童を

預かる病後児保育の導入を図る。 

平成２３年度事業内容 

施設名：すこやかルーム（松前台一丁目） 

定 員：３人 

延利用者数：１６７人 

児童福祉課 ３ h 

８９ 一時保育の実施 

《概要》 

保護者の疾病や介護等の理由に

より，家庭での保育が困難になっ

た乳幼児に対し，一時預かり保育

を実施する。 

保護者の疾病や冠婚葬祭，介護等の理由により児童の保

育が困難になったときの一時預かりを実施し，子育て支援

を図る。平成２３年度の年間利用者数は以下のとおり。 

 まつやま保育園      837 人（前年度 1,024 人） 

 わかばのもり保育園    208 人（前年度 173 人） 

 もりり保育園       400 人（前年度 391 人） 

 合計利用者数      1,445 人（前年度 1,588 人） 

児童福祉課 ３ 
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９０ ひとり親家庭への支援及

び情報提供。相談事業の充

実 

《概要》 

ひとり親家庭に対し，医療費助

成，各種祝金などの経済的支援を

行うとともに母子自立支援員と

の連携を図り，情報提供や相談支

援体制の充実を図る。 

ひとり親家庭の方が就職活動などの自立促進のため，又

は疾病などの社会的理由により一時的に介護や保育サービ

スが必要な場合に，家庭生活支援員の派遣を受けられる「日

常生活支援事業」がある。 

 茨城県母子寡婦福祉会に登録することにより利用できる

が，自宅への支援員派遣が好まれないこと及び支援員宅又

は施設にて児童を見てもらえる市事業のファミリーサポー

トセンター事業の利用があるため，日常生活支援事業の利

用者はない状況である。 

児童福祉課 ５ f 
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９１ 介護に関する支援体制の

充実 

《概要》 

介護についての相談に対応し，必

要な情報提供を行うなど，支援体

制の充実を図る。 

窓口相談 ６０２件 介護福祉課 ２ b c 

４４再 介護に関する講座の実 

施 

《概要》 

介護の基礎知識と介護制度につ

いて理解を深めるための講座を

解説する。 

「知っておきたい介護保険のしくみと使い方」 

8 回開催 参加者１２２人 

介護福祉課 ２ ｂ 

 

※ 母性健康管理 

男女雇用機会均等法では，母性健康管理について「事業主は妊娠中または出産後の女性労働者が健康検査等を受けるための時間を

確保し，その助成労働者が医師等の指導事項を守ることができるように勤務時間の変更などの措置を実施しなければならない」とさ

れています。 

また，労働基準法では，産前産後休業，妊産婦等にかかる危険有害業務の就業制限等助成労働者の妊婦，出産等に関する基準が定

められています。 


